
令和７年１２月

旭川市環境部

１　新料金案

現行料金 新料金 （改定額） 改定率

450円 670円 (+ 220円) 1.49倍

600円 (+ 300円) 1.50倍

450円

加算する額 1,500円

10円 15円 (+ 5円) 1.50倍

20円 30円 (+ 10円) 1.50倍

40円 60円 (+ 20円) 1.50倍

60円 90円 (+ 30円) 1.50倍

80円 120円 (+ 40円) 1.50倍

手数料シール 80円 120円 (+ 40円) 1.50倍

300円 450円 (+ 150円) 1.50倍

650円 970円 (+ 320円) 1.49倍

特定家庭用機

器
2,800円 2,800円 (+ 0円) 1.00倍

廃棄物処分場 156円 234円 (+ 78円) 1.50倍

清掃工場 83円 111円 (+ 28円) 1.34倍

２　減免制度の在り方を今後検討するもの

し尿・家庭ごみ処理等に係る手数料の見直し案

項目

１　家庭廃棄物のうち

燃やせるごみ及び燃や

せないごみを収集、運

搬及び処分するとき。

(１)　５リットル用

(２)　10リットル用

指定ごみ袋 (３)　20リットル用

(４)　30リットル用

(５)　40リットル用

規則で定める指定ごみ袋により排出することが適当でないと認

められる場合にあっては、規則で定める１単位につき

仮設トイレ

550リットル未満

　生活保護世帯に対するし尿処理手数料、ごみ処理手数料（燃やせるごみ、燃やせないごみ、粗大ごみ）、ごみ埋立処分手数料の減免は、これらの経

費が生活保護世帯に支給される生活扶助に含まれていると考えられることや、負担の公平性、他市の減免の状況などを勘案しながら、制度の在り方に

ついて今後検討を進めます。

一律

900円
550リットル以上

ー ー
収集1回につき

し尿処理

仮設トイレ以外 50リットル当たり（50リットル未満は50リットル

とし、50リットルを超える場合は50リットル未満

の端数を切り捨てる。）

粗大ごみ

３　家庭廃棄物のうち規則で定める特定家庭用機器の粗大ごみを収集及び運搬すると

き。

２　家庭廃棄物のうち規則で定める粗大ごみを収集、運搬及び処分するとき。

10キログラムまでごとに

10キログラムまでごとに

ごみ埋立処分手数料（一般廃棄物を処分するとき。）

ごみ焼却処分手数料（事業系一般廃棄物を処分するとき。）



（１）　手数料コスト（１L当たり）に対する受益者（排出者）負担割合

（２）　手数料改定による影響額

※　新料金の適用時期：令和９年４月１日

（３）　道内主要都市の状況

３　【指定ごみ袋】家庭ごみ（燃やせるごみ、燃やせないごみ）処理手数料の改定案について



４　家庭ごみ（粗大ごみ）処理手数料の改定案について

（１）　手数料コスト（１個当たり）に対する受益者（排出者）負担割合

（２）　手数料改定による影響額

※　新料金の適用時期：令和９年４月１日

（３）　道内主要都市の状況



５　埋立・焼却処分手数料の改定案について

（１）　手数料コスト（10kg当たり）に対する受益者（排出者）負担割合    （２）　手数料改定による影響額

   （３）　道内主要都市の状況

ごみ埋立処分手数料

ごみ焼却処分手数料

※ 新料金の適用時期：いずれも令和８年１０月１日



６　し尿処理手数料の改定案について

（１）　手数料コスト（５０L当たり）に対する受益者（排出者）負担割合

※　仮設トイレのコストはR4～R6平均で3,370円/50L、改定案は900円/50L

（２）　手数料改定による影響額

※　仮設トイレは平均収集量（172L）において+900円の影響額

※　新料金の適用時期：令和８年１０月１日

（３）　道内主要都市の状況


